
只見町地元産材活用支援事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、町が、地元産材の活用による森林環境の保全を促進するため、町産木材

を使用して木造住宅等の建設等を行う者（以下「建築主」という。）に対し、予算の範囲内

で補助金を交付するために必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 木造住宅等 

土台、柱、梁、桁、小屋組など主要な構造部材のすべてが木材でできている住宅及び住

宅用付属家をいう。（軸組工法以外も含む。） 

（２） 建設等 

木造住宅等を新築、増改築及び購入することをいう。 

（３） 町産木材 

只見町内の森林から生産され、かつ、町内で製材、加工された木材をいう。 

（４） 主要構造材等 

主要構造材（柱・梁・桁・土台）及び間柱をいう。 

（５） 着工日 

「根切り工事」又は「杭工事」が開始された日をいう。 

（６） 完了日 

次により建設等の完了が確認できる日をいう。 

ア 新築、増改築の場合は、建築基準法(昭和２５年法律第２０１ 号。以下「法」とい

う。）第７条に基づく検査済証の交付日をいう。ただし、検査の申請が不要な地域又

は床面積の場合は、建築主への引き渡し日をいう。（イにおいて同じ。） 

イ 購入の場合は、契約日をいう。ただし、契約日が法第７条に基づく検査済証の交付

日以前の場合は、交付日をいう。 

（交付の対象） 

第３条 交付の対象は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。 

（１） 建築主は町内に自ら居住する木造住宅等の建設等を行う者であること。 

（２） 建築主は只見町民であり、かつ町税等の滞納がないこと。 

（３） 施工者の主たる営業所は町内にあること。 

（４） 事業実施年度の４月１日以降に着工していること。 

（５） 居住部分の構造材、羽柄材及び仕上材について、下表に定める量以上の町産木材を使

用していること。（木杭を用いて地盤補強を行う場合は、木杭を含めることができる。）

ただし、使用する町産木材のうち、主要構造材等を除く部材の量は、主要構造材等の２倍

を限度とする。 

居住部分の床面積 使用する町産木材の量 

65 ㎡未満 ２㎥ 

65 ㎡以上  80 ㎡未満 ４㎥ 

80 ㎡以上  95 ㎡未満 ５㎥ 

95 ㎡以上 110 ㎡未満 ６㎥ 

110 ㎡以上 125 ㎡未満 ７㎥ 

125 ㎡以上 ８㎥ 

 



（補助金額） 

第４条 補助をする金額は、使用する町産木材の量に応じ次の表によるものとする。 

使用する町産木材の量 補助金額 

２㎥以上  ４㎥未満 １０万円 

４㎥以上  ８㎥未満 ２０万円 

８㎥以上 １２㎥未満 ４０万円 

１２㎥以上 １６㎥未満 ６０万円 

１６㎥以上 ２０㎥未満    ８０万円 

２０㎥以上 １００万円 

２ 併用住宅及び非住宅用部分を含む付属家の場合、居住部分に係る町産木材の量は、面積按

分とする。 

３ 同一建物につき、過去にこの補助金を受領している場合の補助金額は、既に受領した補助

金額を含め、１００万円を上限とする。 

４ 使用する町産木材のうち、主要構造材等を除く部材の量は、主要構造材等の２倍を限度と

する。 

（補助金交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする建築主は、着工日の３０日後までに只見町地元産材活

用支援事業補助申請書（様式第１号）に工事契約書等の写し又は売買契約書の写しを添えて

町長に提出するものとする。 

（補助金交付の決定） 

第６条 町長は、補助金の交付申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査及び必要に

応じて現地調査等により補助金の交付を決定する。 

２ 町長は、前項の規定により、補助金の交付決定をしたときは、補助金交付決定書（様式第

２号）により当該建築主に通知する。 

（事業計画の変更等） 

第７条 補助金の交付決定を受けた建築主は、事業計画を変更するとき又は事業を中止若しく

は廃止するときは、事業変更申請書（様式第３号）により、速やかに町長に届け出なければ

ならない。 

２ 町長は、前項の申請があった場合は、第６条各項に準じ変更決定し、当該建築主に通知す

る。 

（事業実績の報告） 

第８条 補助金交付決定を受けた建築主は、事業が完了したときは、その成果を記載した事業

実績報告書（様式第４号）に次に掲げる書類を添えて、完了後３０日以内に町長に提出しな

ければならない。 

（１） 町産木材の使用量が確認できる書類の写し（町産木材納品証明書（様式第５号）） 

（２） 法第６条に基づく確認済証の写し（建築確認申請が不要な地域又は床面積の場合は、

法第１５条に基づく建築工事届の写し） 

（３） 法第７条に基づく検査済証の写し（建築確認申請が不要な地域又は床面積の場合は、

添付不要） 

（４） 工事の完成及び使用状況が確認できる書類（工事写真（様式第６号）） 

（５） 施工者の主たる営業所の住所が確認できる書類の写し 

（６） その他町長が必要と認める書類 

 



（補助金の請求） 

第９条 補助金の交付決定を受けた建築主は、事業が完了したときは、前条の実績報告書とあ

わせて補助金交付請求書（第７号様式）を町長に提出しなければならない。 

（補助金交付決定の取消又は返還） 

第10条 町長は、補助金交付決定の通知又は補助金の交付を受けた建築主が次の各号のいずれ

かに該当する場合は、補助金の交付の取消し若しくは変更又は既に交付した補助金の全部若

しくは一部の返還を命ずることがある。 

（１） 申請書その他書類等に虚偽の記載があったとき。 

（２） 補助金交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他この要綱又はこれに基づく町

長の処分に違反したとき。 

（書類の提出） 

第11条 町長は、補助金に係る予算執行の適正を期するために必要があるときは、当該建築主

に対し、この要綱に規定する書類のほか必要な書類の提出を求めることができる。 

附 則（平成２７年５月２２日） 

１ この要綱は、公布の日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 

２ 平成２７年度の事業に係る交付申請にあっては、第５条中「着工日の３０日後」を「着工

日又は公布の日のいずれか遅い日から３０日後」に読み替えて適用する。 

附 則（平成２８年３月２５日） 

１ この訓令は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月２４日） 

１ この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。 

 


